
介護予防支援

施設名：

１　定義　及び　基本方針
根拠条文
介護保険
法第8条の
2第16項

-

予防省令
第1条の2
第1項及び
第2項 -

２　申請者資格
根拠条文 適・否

○　申請者 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設
置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事
業を行う事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、
当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の
被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支
援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対
象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を
含む。）に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービ
ス計画費の支給について、その効力を有する。

介護保険
法第115条
の22

適

３　人員基準
根拠条文 適・否

○　管理者 　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一
項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成十一年厚
生省令第三十六号）第百四十条の六十六第一号イ（３）に規定する
主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」
という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保
が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介
護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第一項に規定する
管理者とすることができる。

予防省令
第3条第3
項

適

○　従業者の員数 　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当
該指定に係る事業所ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の
提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならな
い。

予防省令
第2条第2
項

適

予防省令…
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

主任介護支援専門員1名

介護支援専門員1名（管理
者兼務）

【定義】
「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービ
ス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、
第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型
介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、
特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定す
る指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び
第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービ
ス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用
等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの
職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚
生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置か
れている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防
サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた
計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び
別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス
計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定
する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介
護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連
絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を
行う事業をいう。
【基本方針】
　指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常
生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
　指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な
保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的か
つ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

基準 備考（当該事業所の内容）
指定居宅介護支援事業者に
よる申請

ケアプランステーション舞盛

備考（当該事業所の内容）

ケアプランステーション舞盛

介護保険法第115条の22による指定に係る基準適否一覧

基準


